
67　Shintoku ⑦

収
納
の
状
況
と

　     
滞
納
対
策

滞
納
額
は
町
全
体
で
見
る
と

約
９
７
８
万
円

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
も
平
成
27
年

度
末
（
平
成
28
年
5
月
末
）
現
在
の
未
納

額
が
１
３
５
万
円
で
、
平
成
26
年
度
以
前

の
滞
納
繰
越
分
１
３
８
万
円
と
合
わ
せ
る

と
２
７
３
万
円
と
な
り
、
町
税
と
合
わ
せ

て
全
体
で
は
滞
納
額
が
７
５
１
万
円
に
な

っ
て
い
ま
す
（
上
の
グ
ラ
フ
を
参
照
）。

　

町
税
以
外
の
滞
納
額
は
、
平
成
27
年

度
末
（
平
成
28
年
5
月
末
）
現
在
で

１
６
４
万
円
、
平
成
26
年
度
以
前
の
滞
納

繰
越
分
63
万
円
と
合
わ
せ
て
２
２
７
万
円

と
な
っ
て
い
ま
す
。

町
の
歳
入
で
あ
る
町
税
や
各
種
公
共
料
金
は
、
町

が
、
暮
ら
し
に
必
要
な
さ
ま
ざ
ま
な
行
政
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
上
で
大
変
重
要
な
財
源
で
す
。

町
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
と
、
き
ち
ん
と
納
め
て

い
る
方
と
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
に
、
今
後
も
徴

収
の
強
化
に
努
め
ま
す
。
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平
成
28
年
度
予
算
の
一
般
会
計
歳
入
の
う

ち
、
町
税
（
町
民
税
、
固
定
資
産
税
、
軽
自

動
車
税
な
ど
）
が
占
め
る
割
合
は
12
・
２
％

と
な
っ
て
お
り
、
私
た
ち
が
暮
ら
す
ま
ち
づ

く
り
を
支
え
る
重
要
な
財
源
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

平
成
27
年
度
に
課
税
さ
れ
た
町
税
の
年
度

末
（
平
成
28
年
5
月
末
）
現
在
の
未
納
額
は

２
２
６
万
円
あ
り
、
平
成
26
年
度
以
前
の
滞

納
繰
越
分
２
５
２
万
円
と
合
わ
せ
て
、
滞
納

額
は
４
７
８
万
円
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（万円）

滞納額の推移
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■平成 27 年度の町税以外の収納状況        　 （単位：円）

調  定  額 収 入 済 額 滞納繰越額 収    納    率
本年度末 前年度末

平
成
27
年
度
分

町営住宅料 110,023,300 109,891,100 132,200 99.9％ 99.9％
水 道 料 95,073,925 94,312,829 761,096 99.2％ 98.9％

下 水 道 料 64,293,117 64,179,781 113,336 99.8％ 99.9％

簡易水道料 50,716,537 50,278,149 438,388 99.1％ 100％

介護保険料 119,790,660 119,745,120 45,540 99.9％ 99.9％

給 食 費 23,493,292 23,353,360 139,932 99.4％ 97.8％

清掃手数料 15,383,259 15,383,259 0 100％ 99.3％

後期高齢者医療 56,530,900 56,518,300 12,600 99.9％ 99.9％

保 育 料 21,115,675 21,115,675 0 100％ 99.7％

合 計 556,420,665 554,777,573 1,643,092 99.7％ 99.6％

納
入
に
困
っ
た
ら
す
ぐ
相
談
を
！

　

滞
納
し
て
し
ま
う
例
と
し
て
、
納
期
限

を
う
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
い
、「
後
か
ら
払

え
ば
い
い
や
」
と
思
っ
て
い
る
う
ち
に
額

が
大
き
く
な
り
、
結
果
と
し
て
納
め
る
こ

と
が
苦
し
く
て
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
し
ま

う
と
い
う
ケ
ー
ス
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

特
別
な
事
情
に
よ
り
一
度
に
納
付
す
る

こ
と
が
困
難
な
方
は
、
書
類
を
提
出
し
、

分
割
で
納
付
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ま

ず
は
担
当
課
へ
相
談
を
。

調  定  額 収 入 済 額 不納欠損額 滞納繰越額 収    納    率
本年度末 前年度末

滞

納

繰

越

分

町 営 住 宅 料 445,800 159,600 0 286,200 35.8％ 33.4％

水 道 料 77,100 4,950 8,150 64,000 6.4％ 20.8％

下 水 道 料 165,853 90,428 7,845 67,580 54.5％ 72.3％
簡 易 水 道 料 15,396 15,396 0 0 100％ 0.0％

介 護 保 険 料 209,640 149,040 23,100 37,500 71.1％ 49.4％

給 食 費 500,235 324,432 0 175,803 64.9％ 0.0％

清 掃 手 数 料 102,825 102,825 0 0  100％ 100％
後期高齢者医療 65,200 65,200 0 0 100％ 0.0％
保 育 料 86,200 86,200 0 0 100％ 0.0％
合 計 1,668,249 998,071 39,095 631,083 59.8％ 45.3％

　

悪
質
な
滞
納
者
を
対
象
に
、
財
産
の
差

押
え
や
公
売
な
ど
を
専
門
的
に
行
う
た

め
、
北
海
道
と
十
勝
管
内
市
町
村
で
「
十

勝
市
町
村
税
滞
納
整
理
機
構
」
を
組
織
し

て
い
ま
す
が
、
新
得
町
の
滞
納
案
件
の
一

部
も
同
機
構
に
徴
収
委
託
を
し
、
案
件
の

処
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▲ 差押え件数
　  ＊延べ件数

　

町
税
等
の
納
付
に
便
利
な
口
座
振
替

を
ご
利
用
い
た
だ
き
ま
す
と
、
指
定
し
た

口
座
か
ら
納
期
ご
と
に
自
動
的
に
引
き

落
と
さ
れ
ま
す
の
で
、
納
め
忘
れ
が
な
く

な
り
ま
す
。

◆
取
扱
金
融
機
関

  

帯
広
信
用
金
庫
本
店
及
び
各
支
店
、
新

得
町
農
業
協
同
組
合
、
郵
便
局

◆
申
し
込
み
手
続
き

  

納
税
通
知
書
、
預
貯
金
通
帳
、
通
帳
の

印
鑑
を
持
っ
て
右
記
取
扱
金
融
機
関
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
口
座
残
高
を
確
認
く
だ
さ
い

　

口
座
振
替
で
納
付
い
た
だ
い
て
い
る

方
は
、
納
期
限
ま
で
に
必
ず
口
座
残
高
の

確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

う
っ
か
り
納
め
忘
れ
を
な
く
す

た
め
、「
口
座
振
替
」
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
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（不納欠損後の額）

用語解説
※１　不納欠損額
　地方税法の規定により、居所不明など調査に基づき明らかに徴収
が困難と認められ、徴収義務が消滅した税額
※２　滞納繰越額
　課税年度内に完納されなかったため、翌年度に繰り越された税額

■平成27年度の町税収納状況
（単位：万円）

個　　人
法　　人
計

一般資産
交  付  金
計

軽自動車税
た ば こ 税
入 湯 税
町 税 計
国民健康保険税

固定資産税
軽自動車税
入 湯 税
町 税 計
国民健康保険税

個　　人
法　　人
計

合　　　計

平
成
27
年
度
分

滞
納
繰
越
分

町
民
税
固
定
資
産
税

町
民
税

税　　目 予算額 調定額 収入済額 不納欠損額
滞納繰越額
（調定額 － 収入額
- 不納欠損額）

収納率
５月末 前年５月末

※収納率は、円単位で計算した数値です。
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※１ ※２

今
後
の
収
納
に
向
け
て
悪
質

な
滞
納
者
に
は
強
制
徴
収
の

実
施
を
継
続

む
を
得
ず
法
律
に
基
づ
き
、
町
が
自
ら
、

も
し
く
は
裁
判
所
に
申
し
立
て
を
し
て
、

滞
納
処
分
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

差
押
え
の
対
象
に
な
る
財
産
は
次
の
と

お
り
で
す
。

　

①
債
権
（
預
貯
金
・
給
料
・
生
命
保
険
・

　

個
人
年
金
な
ど
）

　

②
不
動
産
（
土
地
・
建
物
）

　

③
動
産
（
自
動
車
・
家
電
な
ど
）

　

多
く
の
皆
さ
ん
は
厳
し
い
経
済
状
況
の

中
で
も
町
税
な
ど
を
納
め
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
納
め
ら
れ
る
経
済
状
況
に
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
滞
納
す
る
場
合
や
、
特
別

な
理
由
も
な
く
督
促
や
納
税
相
談
に
応
じ

な
い
な
ど
、
誠
意
の
見
ら
れ
な
い
滞
納
も

あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
滞
納
者
に
つ
い
て
は
、
や

十
勝
市
町
村
税
滞
納
整
理
機
構

へ
徴
収
委
託

　

納
期
限
を
過
ぎ
て
納
め
た
場
合
、
納
期

限
の
翌
日
か
ら
延
滞
金
が
計
算
さ
れ
ま

す
。

　

計
算
の
結
果
、
１
０
０
０
円
以
上
に
な

っ
た
場
合
、
延
滞
金
も
納
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

延
滞
金
は
、
常
に
高
い
利
率
な
の
で
、

納
期
内
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

延
滞
金
も
発
生
し
ま
す

平成
27

年度

平成
26

年度
預金・
貯金 12 ７

給与 - -

国税
還付金 - ３

動産・
不動産 - -

滞
納
処
分
の
執
行
状
況

273

478

227

国保税

町税

使用料等


